
告下手務担苧え圏帯者時

A
M
吻
川
崎
二
川
↓

n現
行
し

巷三十二車E事空費

;fJ'電車tlCJ-]司 4ゴ"f三ヨ玉寸-JEブZ

論

叢

効
用
、
債
値
及
び
債
格

資
本
利
子
枕
ミ
地
方
附
加
税

に
い
h

h

共
和
国
の
土
地
制
度
-

一

九

て

二

年

の

ロ

シ

ア

労

働

法

-

牧

民

一

我
凶
財
政
の
季
節
的
…
挫
動
向
款
を

T

一

諮

問

噛

洩

我
闘
の
岡
際
貸
仙
ご
金
解
禁
川
題
山

?1

一

抱

眺

常

兆

一

訣

れ

る

植

民

政

策

山

崎

形

児

・

琉

球

立

法

悼

し

一

足

袋

の

制

石

川

昌

工

相

法

制

中

オ

一

一

掛

四

幅

錦

岬

剛

貫

ん

門

川

調

附

論

詰

制

常

時

士

一

天

台

宗

闘

の

財

政

相

最

上

一

一

経
済
革
命
M

大

合

記

事

↑

一

冷川叫

A
T

一

山
川
市
依
料
税
法
・
織
物
川
北
柑
山
中
甲
山
止
・
地
か
枯
に
附
す
る
拙
作
・
間
一
山
保
険
特
別
令
訂
訟
・
出

Jt
計
州
出
中
川
政
↑

正
・
輸
出
生
緋
檎
流

U
・

郵

他

年

金

山

・

製

帥

刷

業

境

問

法

一

一

九
州
帝
司
士
事

放
扱
丈
血
中
間
士

枝
川
日
比
山
串
博
I

孜
十2

法
早
川
附
士

出

m
f 禁

事事

載

沙末河面111高

児 旧戸田)I[ 

三 嗣正保

耳目 [W R~ tffi I馬

非

上

準

之

助

山

本

美

越

乃

木

多

芳

郎

本

庄

柴

治

郎

中

川

典

之

助



論

量産

一
カ
ニ
ニ
年
山
口
ロ
シ
ア
卦
働
法

第
二
十
二
一
巻

(第一一揖

/、
"-/ 、
) 

、司、
J

J

J

 

年九

の二

ロ

レ

ア

委長

働

法

|

|

Y
グ
ィ
エ
ト

-
u
v
ア
の
労
働
法
、
下
1

1
末

)1¥ 

1専

-六

法
油
開
家
と
し
て
の
ロ
シ
ア
と
一
九
二
二
年
山
傍
抽
出
の
地
位

七

}1、
捗
働
契
約
、

持
働
出
山
細
別
値
釆
と
其
の
適
用
制
間

接

働

判

務

白

川

刷

、

制

約

自

由

白

原

則

申

制

出

内

部

皆

川

町

規

則

、

生

産

自

由

量

定

串

川

貨
他
的
略
行
規
定
|
|
捗
貨
の
文
抑
、
捗
働
時
間
、

ω
昨
日
休

H
、
努
働
保
哉
、
一
昨
合
保
険
俸
に
闘
す
る
規
定

プL

此
日
働
協
約

o 

捗
働
組
合

ーー
需主
苦 Z

従
来
の
枇
曾
を
支
配
し
て
居
た
カ
の
閥
係
は
械
度
に
否
定
吉
れ
k
o
そ
し

τ其
の
聞
係
の
意
識
的
表
現

ι凱
ら
れ
得
る
従
来
の
法
律
も
亦
、
技
底
hr
ら
川
僻
さ
れ
た
o
其
の
熔
め
に

y
グ
ィ
ェ
ト
・
ロ

V

ア
に
於
て
は
、
一

時
法
律
の
な
い
世
界
一
か
出
現
し
た
い
r
の
削
酬
が
ゐ
っ
た
。
[
か
し
法
律
の
否
定
は
、
其
れ
白
慌
に
於

t
、
必
然
に
法

律
り
肯
定
を
随
伴
せ
古
る
を
得
な
い
。

y
グ
イ
品
ト
・
ロ
シ
ア
に
於
て
も
革
命
の
日
か
ら
、
新
し
い
力
り
闘
係
の

意
識
的
表
現
ご
机
ら
る
べ
き
法
律
は
、
ゐ
ら
ゆ
る
方
而
に
於

τ制
定
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
。
花
い

Y

其
れ
は
依
h
に
雑

然
ざ
所
説
朝
令
而
幕
改
正
い
っ
た
風
で
、
毛
こ
に
統
一
あ
る
法
律

ω府
界
は
見
出
し
難
い
扶
態
で
あ
っ
た
o

し
か

し
山
阜
市
甲
的
共
産
主
義
か
ら
闘
家
資
本
主
義
へ
の
鞠
換
が
翁
さ
れ
、
所
説
新
経
際
政
策
の
下
に
レ
よ
い
よ
建
設
期
に

一占ハ



は
い
つ
花
ロ

V

ア
に
於
て
は
、
法
律
も
亦
色
々
の
髄
系
の
下
に
整
序
さ
る
べ
き
ニ
ピ
、
な
っ
た
。
そ

Lτ

一
州
法

律
の
な
い
世
界
(
何
日
宮
田
E
R
E
O
)
で
あ
る
か
の
や
う
に
考
へ
色
れ
工
居
た
ロ

V

ア
は
い
は
hv

法
治
園
(
同
R
F
Z
'

器
具
)
の
妹
態
に
進
ん
で
来
た
の
で
ゐ
る
。
郎
ら
一
九
二

4

年
の
秋
頃
か
ら
各
械
の
法
典
の
編
纂
が
企
固
さ
れ
る

に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
徳
川
帆
的
な
治
川
伴
率
一
作
於

τ
い
ふ
所
の
私
法
に
属
す

1
i或
は
閥
聯
す
|
|
べ
き

も
の
ご
し
て
は
、
親
族
法

M

農
業
民
勢
働
法
γ

民
法
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
典
の
形
式
を
ご
っ
て
現
は
れ
忙
の

を
主
要
な
る
も
の
ご
す
る
。
民
法
は
従
来

ω商
法
を
も
包
合

L
党
普
通
私
法
を
成
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
其
の

第
三
僚
は
、
「
農
業
側
係
、
勢
働
者
雇
傭
に
よ
っ
て
生
十
る
聞
係
及
び
親
族
関
係
は
、
特
別
法
典
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
」
ご
い
っ
て
.
農
業
法
、
別
労
働
法
及
び
親
族
訟
が
民
法
に
劃
し
て
特
別
私
法
己
も
レ
ふ
べ
忌
地
位
を
有
す
る

宇
』
ご
を
示
し
て
居
る
の
で
め
る
。

以
下
、
私
は
一
九
二
二
年
一
一
月
一
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
持
物
法
典
の
要
駄
に
つ
い
て
紹
介
を
試

み
や
う
o
尤
も
同
法
に
つ
い

vτ
は
、
般
に
山
川
均
氏
の
俊
文

ω全
課
が
ゐ
h
、
ま
た
巾
村
武
氏
の
全
般
的
な
紹
介

も
あ
る
こ

Z
に
か
ら
吋
私
は
主
己

L
て
同
法
の
勢
働
関
係
に
関
す
る
外
郎
的
組
織
乃
至
規
律
及
ひ
強
行
的
質
館
法

規
の
方
面
を
や
、
詳
細
に
削
倒
的
持
3
9
る
仁
正
ャ
め
や
う
c

一
九
一
八
年

ω奮
労
働
法
は
、
前
々
稿
に
於

τ紹
介
し
た
や
う
に
、
勢
働
者
統
制
機
磁
立
の
鋳
め
の
闘

等
的
破
壊
期
に
於
け
る
非
常
時
の
政
策
た
る
箪
説
共
産
主
義
り
現
は
れ
で
あ
っ
て
、
「
働
か
、
さ
る
者
は
食
ム
ペ
か

ら
十
』
古
い
ふ
標
語
を
茶
の
織
に
某
調
正

L
し
ゐ
た
の
で
め
る
か
ら
、
そ
こ
じ
は
強
制
的
の

t
v
メ
ン
ー
が
最
も

七

強
〈
且
つ
康
〈
倒
い

γτ
ゐ
た
の
で
あ
る
。
之
仁
反
し

τ、
一
九
二
二
年
の
新
帥
労
働
法
は
、
前
稿
に
述
べ
た
や
う
な

(
停
-
腕

r、
t 

，、
ヒ

都
ニ
サ
一
一
一
巻

i桂

一
九
↑
二
年
心
ロ
シ
ア
努
働
怯

品而
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而
も
あ
ら
ゆ
る
岡
家
的
(
時
点
一
幻
)
、
↓
公
共
的
及
び
私
的
の
企
業
施
設
及
び
農
業
並
に
賃
勢
働
者
を
傭
入
れ
る
私

人
の
上
に
拘
束
力
を
有
す
る
ニ
ご
、
な
っ
て
居
、
の
で
あ
る
。
に
か
ら
此
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
い
へ
ば
、
工
場
労

働
者
鋳
夫
の
如
き
は
勿
論
、
岡
家
的
の
使
用
人
、
商
業
使
用
人
、
農
業
上
乃
至
家
庭
的
の
使
用
人
の
如
き
も
総

て
.
同
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
正
、
な
っ
て
居
る

ωで
あ
る
。
尤
も
同
訟
が
事
賃
上
山
市

tτ
よ
(
、
こ
れ
等
あ
ら

ゆ
る
椛
類
の
質
券
働
関
係
を
規
律
す
る
ピ
け
の
規
定
を
錯
し
得

τ居
る
己
い
へ
る
か
否
か
は
、
別
伽
の
問
題
で
あ

る
こ
正
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

新
経
済
政
策
の
樹
立
後
に
於

τは
、
労
働
の
提
供
は
勢
働
者
の
自
由
な
A
Q
意
思
に
出
づ
べ
き
J

ピ
が
も

原
則
的
に
認
め
ら
れ
る
一
』
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
炉
ら
、
一
胤
践
に
拙
労
働
関
係
を
生
悲
し
め
る
一
般
的
の
法
律
要
件

ご
し
て
は
、
勢
働
契
約
ガ
け
が
考
へ
ら
れ
る
誇
で
あ
る
。
尤
も
帥
労
働
法
は
努
働
義
務
を
認
め
一
工
ゐ
る
け
れ
y-
も、

其
れ
は
醤
労
働
訟
に
が
、
け
る
や
う
に
一
般
的
の
も
の
で
は
な
〈

τ、
様
め
て
例
外
的
の
場
合
印
も
天
災
又
は
重
要

な
る
岡
崎
・
滅
的
事
業
の
遂
行
り
絡
め
に
時
労
働
力
が
不
足
し
た
や
う
な
非
山
雨
時
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
る

ω
で
あ
る
c

而

て
勢
働
義
務

ω縛
め
に
召
集
さ
る
ぺ
き
者
の
年
齢
も
、
信
労
働
法
に
比
す
れ
ば
短
縮
さ
れ

τ、
男
子
に
ゐ
つ
て
は

十
入
歳
以
上
四
十
五
歳
ま
で
、
婦
人
に
あ
っ
て
は
十
八
歳
以
上
四
十
歳
ま
で
ご
せ
ら
れ
、
而
も
健
康
上
の
理
由
、

家
庭
的
の
聞
係
、
仕
事
の
性
一
仇
、
生
活
の
特
殊
的
紋
況
な
V
」
に
基
い
て
叫
労
働
義
務
の
耳
目
除
さ
る
ぺ
き
場
合
が
か
な

h
康
い
v

飽
聞
に
亘
っ
て
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
新
や
F7
に
労
働
義
務
は
寧
ろ
例
外
的
の
場
合
に
の
み
認
め

ら
れ
、
原
則
己

l
て
は
労
働
契
約
に
よ
っ
て
勢
倒
関
係
が
俊
生
せ
し
め
ら
る
べ
き
こ
正
、
な
っ
て
ゐ
る
り
れ
ど

も
、
な
は
「
自
由
な
る
労
働
契
約

ω方
法
に
よ
る

y
.ヮ
ィ
エ

t
共
和
岡
市
民

ω努
仙
の
提
供
は
、
第
九
傑
所
定
の

i¥ 
諭

司監

(
第
一
蹴

，、

ノ、
Jl 

一
九
二
三
年
山
口
一
J
7
捗
働
法

第
二
十
三
容

越され共白裁判所によって侭哉さる λ 財 JJt法的凶係に於ける私法的基本躍に
酬する金持中央軌行番目合白命令』に於 C示きれて陥る。刊1稿「ソちイェト・
ロシア馬法白特色」剖摘す1:j;'!i事回。
改造、大正一二年七月醐及tJ'λ月腕
北律事割問、二凹一三曲(大正一四年六月二三日)以下

6) 



(
第
一
蹴

b 
ピコ

l; 

O 

一
九
二
二
年
内
ロ
シ
ア
勢
働
法

第
二
十
三
容

例
外
CJ) 

場
合識
をol

除

て

諭

勢
働
人
民
姿
員
合
の
機
闘
川
を
混
じ
て
柏
崎
3
れ
る
」
(
咋

)ι
定
め
ら
れ
、
立
日

ω他
傭
主
が

夜
按
又
は
間
接
に
強
制
す
る
結
民

労
働
市
場
諜
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
拙
労
働
者
ご
契
約
を
締
結
す
べ
き
こ
ご
を

(耕一)、

己
な
る
べ
き
色
々
の
一
一
雄
傭
手
暗
酬
が
定
め
ら
れ
て
居
る
か
ら

雇
傭
に
闘
し
て
は
傭
主
の
側
に
於
げ
る
所
詞

選
樺

ω自
由
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
E
は
い
へ
な
い
。

よ
L
自
由
な
る
労
働
契
約
を
締
結
す
る
に
至
る
池
税
に
於
て
は
、
色
々
の
強
制
的
な
手
緩
や
制
限
が
あ
る
に
し

て
も
、
夜
接
に
傭
主
正
一
労
働
者
三
の
閥
に
崎
労
働
側
係
を
生
母

L
め
る
も
の
は
、
原
則
ご
し
て
労
働
契
約
で
ゐ
る
か

ら
、
之
に
閲
し
て
は
比
較
的
に
多
数
の
詳
細
な
る
規
定
が
設
り
ら
れ
て
ゐ
る
o
其
れ
に
よ
っ

τ蹴
れ
ば
、
先
づ
「
労

働
契
約
Z
は
、
二
人
又
は
ニ
人
以
上
の
合
意
で
ゐ
っ
て
、
之
に
よ
っ
て
常
事
者
の
一
方
(
峨

J
は
報
酬
を
受
け
て

相
手
方
(
叫
)
に
共
の
勢
働
力
を
提
供
す
る
の
で
ゐ
る
」
(
均
一
一
官
)

Z
せ
ら
れ
、
夏
に
『
勢
働
契
約
は
崎
労
働
協
約

ω

有
無
に
拘
ら
十
締
結
3

H

H

得
る
』
(
洲
一
一
輔
)
、
己
{
止
め
ら
れ
て
ゐ
%
。
比
内
規
定
だ
り
を
槻
れ
ば
、
従
来
の
所
制
契
約

自
由
の
原
則
を
甘
高
調
す
る
法
制
に
於
け
る
一
雄
備
契
約

ω規
定
バ
乙
寸
議
も
異
る
ご
こ
ろ
は
な
い
I
Z
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
し
か
し
比
の
規
定
は
労
働
契
約
の
何
た
る
か
を
一
般
的
に
定
義
し
て
居
る
に
ご
い
ま
つ

rL
、
主
(
れ
が
い
が
な

る
制
限

ω下
に
い
か
な
る
内
容
を
有
つ
ぺ
き
か
に
つ
い
て
は
、
真
に
詳
細
な
る
規
定
が
設
り
ら
れ
て
肢
る
の
で
ゐ

る
o

而
て
共
の
内
容
の
制
限
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
無
産
階
級
|
|
従
っ
て
被
傭
者
た
る
ぺ
当
者

1
i
の
利
盆
の

錫
め
に
、
従
来
の
所
論
契
約
自
由
の
胤
則
セ
色
々
の
駄
に
於
て
制
限
す
る
守
】
正
、
な
っ

τ居
る
の
は
い
ふ
ま
で
も

な
レ
。
即
ち
一
服
「
労
働
契
約
の
憐
件
は
嘗
事
者

ω合
意
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
」
(
時
町

J
t
い
っ
て
居
る
け
れ

ど
も
、
共
の
次
段
に
は
直
ち
に
『
労
働
法
規
、
第
働
協
約
及
び
嘗
該
企
業
又
は
施
設
の
内
部
管
理
規
則
に
よ
っ
て

此の掛同法門'1';;.JI~:唱> ;h;~ふ\1 1日き h ると是 dよって j，:るけれ E 也、 ~lj に lJ' 直に
いての特別法の制定は企附きれて}月る。そ Lて一九二二年一日二月二}日に

はI同家的())'o'雌及び金提に於ける動勢に闘する臨U:F別定』が探せられたりて
あるが、 J¥れは主止して官山の任III、分皿、服務規悼t!~に闘するも白 ζ あ
って、主事務醐係正して現た':'iw聞係に闘する動は少い。

s) 



定
め
ら
れ
て
ゐ
る
俊
件
よ
り
も
被
傭
者
の
地
位
を
不
利
な
ら
し
め
る
や
う
な
勢
働
契
約
の
傑
件
は
無
裂
で
あ
る
。

真
に
被
傭
岩
り
政
治
上
の
機
利
及
び
一
般
市
民
正
し
て
の
権
利
の
制
限
金
目
的
ご
す
る
傑
件
も
亦
無
放
で
あ
る
」

(帥

ι入
院
)
ご
定
め

τ、
崎
宏
働
契
約
が
被
傭
煮
の
想
曲
川
り
翁
め
に
有
つ
〈

2
峰
小
限
度
り
内
容
が
和
々
の
勅
hr
ら
制

約
さ
れ
得
る
こ
ご
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
九
官
事
者
た
る
傭
主
正
被
傭
者
己
の
合
意
に
よ
っ
て
成
立
す
る
崎
労
働
契
約
の
内
容
は
、
上
に
越
べ
た
で
フ

に
色
々
の
方
面
か
ら
の
制
限
を
受
〈
ぺ
き
こ
己
、
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
が
・
特
に
斯
か
る
制
限
を
剖
I
る
重
要

な
も
の
ご

L
て
は
、
先
づ
券
働
契
約
の
内
縁
に
つ

γ
て
の
基
本
的
準
則
ケ
定
め
る
帥
労
働
協
約
(
集
合
契
約
)
を
暴
げ

5
る
を
得
な
い
。
以
下
之
に
闘
す
る
同
法

ω
規
定
を
糊
観
L
ゃ
う
。

「
崎
労
働
協
約
は
労
働
者
及
び
使
用
人
の
代
表
者
た
る
労
働
組
合
ご
傭
主
ご
の
問
の
協
定
で
あ
っ
て
、
側
々
の
企

業
、
施
設
及
び
農
業
又
は
其
の
集
聞
に
つ
い
て
の
労
働
(
及
び
使
用
)
の
僚
件
を
定
め
、
且
つ
賂
米
の
刷
別
的
な
る

融
労
働
契
約
の
内
容
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
」
窃
ト
)
。
而
て
『
議
協
約
は
一
般
的
|
共
和
開
会
側
域
に
亘
る

一
生
産
部
門
の
会
健
又
は
図
民
経
済
若
〈
は
管
理

ω
一
部
門
に
闘
す
る
如
き
一
般
的
|
|
又
は
地
方
的
の
も
の
で

あ
り
得
る
。
一
般
的
労
働
協
約
が
存
す
る
場
合
に
於

τは
、
地
方
的
の
協
約
は
、
た
い
V

一
般
的
の
協
約
に
よ
っ
て

特
に
定
め
ら
れ
て
居
る
事
情
の
下
に
於
て
、
特
に
定
め
ら
れ

τ居
る
手
績
に
よ
っ
て
の
み
、
協
定
さ
れ
る
こ
ご
が

許
品
れ
る
」
(
詳
)

o

而
て
こ
れ
等
総
て
の
場
合
に
於
て
、
労
働
協
約
締
結
の
主
飽
は
、
被
傭
者
の
側
で
は
勢
働
者

の
具
瞳
的
な
集
固
で
は
な
〈
て
、
後
に
紹
介
す
る
や
う
な
組
織
を
有
す
る
勢
働
組
合
な
の
で
あ
る
。

労
働
協
約
の
殺
カ
は
包
括
的
で
ゐ
っ
て
、
「
其
の
快
放
は
蛍
該
企
業
又
は
施
設
に
於
て
勢
倒
す
る
全
員
に
適
用

t 

) 

七
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北
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(
弟
一
瞬

じ

) 

第
二
十
一
ユ
審

七

論

設

一
九
ニ
二
年
白
ロ
シ
ア
勢
働
桂

さ
れ
・
共
的
者
が
協
約
の
賞
事
者
た
る
融
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
吉
否
ご
は
之
を
問
は
な
い

V

」
こ
正
、
な
っ

τ

居
る
(
詳
)

o

H

い
か
ら
叫
労
働
協
約
は
、
営
該
事
業
に
於
て
締
結
古
る
べ
き
総
て
の
倒
別
的
労
働
契
約
に
謝
す
る
準

則
を
有
機
的
に
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
れ
は
労
働
契
約
に
謝

L
て
は
強
行
法
規
た
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
ご
い
へ
る
。
卸
も
拙
労
働
協
約
は
官
事
者
た
る
労
働
組
合
の
本
法
上
の
義
務
を
生
仲
」
し
め
る
こ
ご
を
目
的
正
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
「
労
働
組
合
は
労
働
協
約
に
基
い
て
何
等
財
産
上
の
責
任
を
負
ふ
こ
ご
は
な
い
』
(
ヰ

蜘
)
。
其
れ
は
寧
ろ
蛍
該
企
業
又
は
施
設
に
於

τ勝
来
締
結
さ
る
べ
吉
総
て
の
倒
別
的
労
働
契
約
の
内
容
を
構
成

す
べ
き
法
律
的
の
規
範
を
制
定
す
る
一
の
形
式
で
ゐ
h
方
法
で
ゐ
る
ピ
槻
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
o

だ
か
ら
拙
労
働
協

約
が
あ
る
場
合
に
於
り
る
労
働
契
約
は
、
協
約

ω定
む
る
所
仁
従
っ
て
労
働
閥
係
を
生
品
」
し
め
る
こ
己
を
約
す
る

契
約
で
ゐ
っ
て
、
約
款
の
附
加
は
許
さ
れ
る
け
れ

H

ど
も
、
協
約
保
放
に
港
反
す
る
こ
ご
は
前
苫
れ
な
い
。
的
も
労

働
協
約
は
一
般
拘
束
性
Z
不
可
縫
性
Z
V』有
I
る

ωで
ゐ
っ
て
、
共
れ
は
一
稲
の
法
の
淵
源
を
形
成
I
る
も
の
で

あ
る
ご
凱
ら
れ
得
る
。
従
っ
て
抽
労
働
協
約
の
成
立
及
び
内
容
に
つ
い
て
一
定
の
公
示
方
法
が
要
求
さ
れ
る

ωは
蛍

然
で
あ
る
。
之
に
閲
し
て
同
法
は
、
「
努
働
協
約
は
書
而

ω作
成
に
よ
っ
て
潟
さ
れ
、
且
う
勢
働
人
民
委
員
曾
の

機
関
に
於
て
整
録
さ
れ
る
こ

F
f要
す
る
」
ご
定
め
、
な
は
「
此
の
場
合
に
は
委
員
曾

ω機
関
は
現
行
労
働
法
規

(
胡
ト
)

u

の
定
む
る
所
よ
り
も
叫
労
働
者
及
び
使
用
人
の
地
位
を
恐
く
す
る
協
約
の
目
凶
分
を
破
致
す
る
舵
限
を
有
ー
し

τ

居
る
0

・
(
噂
和
論
説
指
混
雑
時
説
法
混
同
市
山
話
路
側
旧
日
)
」

Z
定
め
て
居
る
(
4
K
)
0

斯
〈
の
如
く
拙
労
働
協
約
は
一
穂

ω要
式
行
潟
で
あ
っ
て
、
而
も
時
空
録
さ
れ
る
こ
子
炉
』
要
す
る
の
に
か
ら
、
「
何
等
か

の
理
由
で
田
空
録
さ
れ
て
ゐ
な

ν協
約
に
基
い
て
生
じ
た
備
主
正
被
傭
者
正
の
問
の
守
議
は
、
協
約
に
従
つ
一
1
決
定

例へば『雇傭ハ笛事者ノ一方=封レrm号事ユ服スルコトヲ約シ相手方カ之=
共報酬ヲ典フルコトヲ約スルユ凶リテ共薮力ヲ生スJ!定めて居る我民法第

五二ZE『本法見は共且他。現行(持働)法規白氾むる所よりも悪い捗働協fl
a: ilSめた持働i品約の悼離は知数て.ある』
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き
れ
な
い
で
、

現
行
法
規
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
』
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
(
控
)
。

次
に
側
々

ω労
働
契
約
の
内
容
に
濁
し

τ之
ヤ
制
限
す
る
強
行
法
規
的
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
、
事

業
員
=
響
品
川
規
則
(
脱
出
が
め
る
(
諸
経
)

0

「
内
'
出
管
理
規
則
は
、
五
人
以
上
の
従
業
者
含
有
す
る
企
業
、
施

設
及
び
農
業
に
於

τ券
働
の
規
律

ω錦
め
に
設
り
ら
れ
る
」
立
、
あ
る
が
続
畑
町
)
、
北
(
れ
は
法
定
の
形
式
に
於
て

公
害
、
σ
れ
被
術
者
に
一
室
、
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
正
、
な
っ
て
ゐ
る
(
鯨
)

o

而
て
「
内
部
管
理
規
則
は
、
被
傭
者
及
び

管
理
部
の
一
般
的
挫
に
特
殊
的
の
義
務
に
つ
い
て
、
ま
た
共
の
義
務
違
反

ω
場
合
に
於
け
る
責
任
の
柿
類
、
範
国

に
つ
い
て
、
明
般
に
し
て
而
も
で
き
る
に
り
詳
細
な
る
規
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
(
議
)
ピ
共
に
、
「
労
働
法

規
に
違
反
し
又
は
賞
一
誠
企
業
北
引
く
は
施
設
に
開
I
る
労
働
協
約
に
違
反
す
る
俊
一
岐
を
合
ん
で
は
な
ら
ぬ
」
(
寸
前
)
。

労
働
協
約
ピ
内
部
傍
理
規
則
正
は
Y
王
ら
も
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
如
上
的
規
定
か
ら
似
れ

ば
、
協
約
は
一
般
に
内
部
管
理
規
則
に
劃
し
て
優
先
的

ω数
カ
を
有
す
る
も
の
正
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

弐
に
内
部
管
理
規
則
は
い
か
な
る
手
総
を
経
て
定
め
ら
れ
る
か
ど
い
へ
ば
、
「
同
問

J

山
部
的
、
公
共
的
H
A
ぴ
忍
的

ψ

施
設
又
は
企
業

ω縛
め
の
内
部
管
理
規
則
は
、
並
(
の
施
設
又
は
企
業
の
管
理
部
ご
勢
働
組
合
の
地
方
支
部
さ
の
聞

の
協
議
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
峨
宵
働
監
督
謀
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
。
而
て
労
働
監
督
説
的
決
定
は
地
方
勢
働
局

に
よ
っ
て
取
消
古
れ
得
る
が
も
地
方
労
働
局
り
決
定
は
終
局
的
で
あ
る
」
ご
せ
ら
れ
て
ゐ
る
(
州
航
)

o

な
ほ
或
滞
楽

部
門
の
会
館
に
適
用
さ
れ
又
は
特
に
陣
中
部
に
ど
っ

t
重
要
な
企
業
に
適
用
古
れ
る
や
う
な
内
部
管
理
規
則
は
、
直

接
に
中
央
に
於
て
、
闘
係
帥
労
働
組
合

ω中
央
委
員
曾
及
び
管
理
部

ω協
議
に
よ
っ
て
作
成
苫
れ

τ、
勢
働
人
民
委

員
食
が
之
を
認
可
す
る
こ
ピ
に
な
っ
て
居
る
(
説
)
c

新
〈
の
如
〈
内
部
管
理
規
則
の
作
成
に
は
、
勢
働
組
合
及

O 
論

一
九
=
二
年
心
ロ
シ
ア
勢
働
法

第
二
寸
三
笹

(
第
一
慌

し

t二

議



第

娩

第
二
十
三
番

七
回
)

位指

議

一
九
二
ニ
草
山
日
シ
ア
捗
働
法

じ
~4 

ぴ
官
憲

ω閥
奥
が
必
要
ご
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
傭
主
仰
の
専
撞
は
許
苫
れ
な
い
の
で
あ
る
。
間
て
共
れ

が
い
.
か
な
る
内
容
を
有
す
ぺ
き
か
を
典
型
的
に
一
不
す
潟
め
に
、
「
標
本
的
の
内
部
管
理
規
則
が
、
努
働
組
合
会
露

中
央
委
員
曾
及
び
最
高
人
民
総
務
委
員
曾
ご
り
協
議
の
上
で
、
勢
働
人
民
委
員
曾
に
よ
っ

τ日
公
布
さ
れ
る
の
で
あ

る
」
(
誹
制
)
引

な
ほ
側
々
の
労
働
契
約
に
謝
す
る
重
要
な
制
限
を
な
し
て
而
も
或
武
昧
に
於
て
は
傭
主
側
の
利
盆
を
擁
護
す
る

も
の
ご
も
凱
ら
れ
得
る
も
の
に
、
生
中
空
間
(
労
働
の
結
果
)
の
量
定
に
閲
す
る
勢
働
法
の
規
定
(
聯
七
)
が
あ
る
。
郎

も
「
生
産
高
の
量
定
準
則
(
標
準
)
は
、
企
業
又
は
施
設
の
管
瑚
部
芭
労
働
組
合
又
は
組
合
の
聞
係
機
関
ご
の
間
の

協
議
に
よ
っ

τ定
め
ら
れ
る
』
り
で
あ
る
が
(
ゆ
り
、
「
E
規
の
叫
労
働
俊
件
(
誠
一
間
誠
一
一
一
一
協
同
諸
説
牧
山
唯
一
一
昨
説

中
仙
な
附
山
叫
に
供
給
さ
れ
て
附
る
こ
と
、
採
光
岐
一
日

γノ

F
-
》
於
工
、
被
傭
者
が
自
己
の
過
失
に
よ
っ
て
一
定
の
生
産
高
を
生
産

共
白
似
週
叫
な
る
術
仏
上
山
設
備
が
あ
る
こ
と
母
』

U
-
l

L
得
な
い
手
き
に
は
、
被
備
者
は
並
(
の
処
し
た
る
仕
事
の
高
に
肱
じ
て
持
貸
を
受
け
る
ニ
己
、
な
る
。
尤
も
い
か

な
る
場
合

t
も
協
定
貸
率
の
三
分
の
二
以
下
に
減
制
さ
れ
る
こ
ご
は
な
い
。
若

L
被
傭
者
一
か
継
続
的
に
生
産
高

ω

量
一
止
準
則
セ
揃
し
得
hw
い
己
話
に
は
、
第
凶
七
保

ω定
U
る
所
に
従
つ

E
備
五
は
之
を
解
雇
し
得
る
の
で
あ
る
」

『
第
五
J

。

〆
ヒ
量
』一一一

崎
労
働
闘
係
h
f
L

生
悲
し
め
る
直
接
の
原
因
は
、
形
式
的
に
は
術
主
正
被
傭
者
ご
の
間

ω
自
由
な
る
合
意
ご

し
て

ω労
働
契
約
で
あ
る
己
い
へ
る
り
れ
ど
も
、
上
に
紹
介
し
て
来
た
ご
こ
ろ
に
よ
っ

1
明
が
な
や
う
に
、
北
(
れ

4
色
々
の
劫
仁
於
て
制
限
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
斯
か
る
制
限
は
、
原
則
ご
し
て
被
側
者
側
の
み
し
般

的
利
益
金
代
表
す
る
砧
労
働
組
合

ω
胸
奥
を
侠
っ
て
、
初
め
て
設
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ロ

V

ア
に
於
て
は

而て此目標本的内部管瑚l規則はたマ見本たるにとピ主 Lむいて¥『或企業又は

施設に於て内部皆皿見則が作成されJtt吋 河1官山手続を制て臼可されるまて

は、部卒li{l胤JIlJが其山企業又は施設に劃して拘車力を布ナ』とせられて居る

(J;叶肱備考)。
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個
々
の
努
働
者
は
峰
労
働
組
合
の
影
に
か
(
れ
て
、
勢
働
組
合
の
み
が
慢
際
の
雌
労
働
閥
係
を
定
め
る
の
で
あ
る
さ
も

い
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
n
u
v

ア
に
於
り
る
発
働
組
合
は
け
と
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
@

ロ
ジ
ア
勢
働
法
は
、
抽
労
働
組
合
以
外
に
崎
労
働
者

ω
凶
髄
を
溜
め
℃
ゐ
な
い
?
勢
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
先
J7

「
闘
中
部
的
、
公
共
的
M
A
ぴ
私
的
の
企
業
、
施
設
及
び
農
業
仁
一
於
工
賃
労
働
に
従
ふ
正
こ
ろ
の
市
民
の
閥
髄
た
る
峠
労
働

組
合
は
、
賃
労
働
者
的
名
に
於
て
、
勢
働
協
約
を
締
結
し
た
る
賞
事
者
ご
し
て
、
ま
た
勢
働
及
び
生
活
に
闘
す
る

一切

ω問
題
に
つ
い
て
誌
の
代
表
者
ご
し
て
、
活
動
!
得
る
機
利
生
仰
す
」
(
4
j
r
J
Z
い
っ
て
、
包
招
的
に
其
の

意
義
正
権
限
ご
を
示
し
、
次
に
『
此
の
紐
の
組
織
鵠
笠
通
蛍
な
る
集
品
目
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
規
則
に
従
っ
て
組

織
せ
ら
れ
党
ご
こ
ろ
の
勢
働
組
合
は
、
私
的
的
合
枇
及
び
組
合
の
準
録
を
管
掌
す
る
間
四
家
機
闘
に
於
て
務
録
さ
れ

る
ニ
ご
を
要

L
な
い
で
、
条
露
叫
す
働
組
合
合
議
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
手
続
に
従
つ

τ、
勢
働
組
合
自
身
の
共
通

機
関
に
於
t
樗
鍬
さ
る
べ
き
で
ゐ
ゐ
」
(
ヰ
保
荒
)
『
上
の
規
定
に
従
っ
て
抽
労
働
組
合
の
共
通
機
関
に
時
間
出
獄
さ
れ
て
底

な
い
一
切
の
剛
髄
は
、
勢
働
組
合
の
名
税
を
使
用
す
る
こ
ご
も
で
き
な
り
れ
ば
、
ま
た
融
労
働
組
合
的
機
利
を
草
省

す
る
こ
ご
も
で
き
な
い
」
(
一

t
J
ご
い
っ
て
、
労
働
組
合
が
他
の
栴

ω開
館
ご
は
異
っ
た
施
め
て
特
殊
的
の
地
位

を
有
し
て
、
北

(ω
存
立
も
亦
組
合
自
身
の
共
泌
機
関
に
於
り
る
特
別
な
る
務
録
方
法
に
よ
っ
て
R

公
示
せ
ら
る
べ
き

論

鍛

一
九
二
二
年

ω
ロ
シ
ア
勢
働
法

第
二
寸
三
番

f
H
V

一
蹴

七
五
)

七
Ji 

-
-
t
を
要
求
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
憲
法
は
第
十
六
僚
に
、
「
y
グ
ィ
且
ト
枇
曾
圭
議
共
和
凶
聯
邦
は
、
有
産
階
級

ω
経
済
上
及
び
政
治
上
の

棋
カ
を
剥
奪
し
、
且
つ
従
来
の
有
庫
階
級
的
批
曾
に
於
て
勢
働
岩
及
び
農
民
に
集
曾
結
枇
の
自
由
を
奥
へ
な
か
っ

た
防
磁
を
除
去
し
た
か
ら
、
今
後
労
働
者
及
び
極
貧
農
民
に
は
集
曾
及
び
結
枇
の
縛
め
の
物
質
上
其
の
他
ゐ
ら
ゆ



論

，1員
一
九
一
一
二
年
の
ロ
シ
ア
努
働
法

第
二
イ
三
巻

封，

枕

士
大
)

七一、
一
」
ノ

る
方
法
の
助
力
を
興
へ
る
L
t
定
め
工
居
る
の
で
わ
る
が
、
叫
労
働
法
は
之
を
承
げ
て
「
y
グ
f

エ
ト
枇
曾
主
義
共
和

国
聯
邦
憲
法
第
十
六
僚
に
従
つ

τ、
総
て
の
国
家
機
闘
は
、
例
へ
ば
崎
労
働
命
日
館
、
集
品
目
場
な
ど
の
利
則
や
郵
悦
、

電
信
、
電
話
、
銚
道
及
び
水
路
な
Y
」
の
通
信
交
通
機
闘
の
利
用
に
於
け
る
特
権

ω許
典
主
(
の
他
ゐ
ら
ゆ
る
援
助

を
、
融
労
働
組
令
及
び
共
の
聯
合
に
興
へ
な
け
れ
ば
な
ら
と
ご
定
め
て
居
る
り
で
あ
る
(
詳
し
五
)
。

勢
働
法
は
惜
労
働
組
合
の
組
織
乃
至
其
の
機
関
に
閲
し
て
特
に
詳
細
な
る
規
定
を
設
け
て
は
ゐ
な
い
ら
た
い
「
附
労

働
者
及
び
使
用
人
の
委
員
曾
(
工
場
委
員
食
・
帥
帆
場
委
員
企
・
鉱
山
委
員
品
目
・
建
築
委
員
舎
、
地
悩
委
員
な
V
」」又

は
委
員
舎
を
代
表
す
る
金
山
慨
を
有
す
る
代
議
員
が
、
企
業
・
施
設
若
〈
は
農
場
に
於
げ
る
崎
労
働
組
合

ω第
一
抗
的

機
関
ご
認
め
ら
れ
る
」
旨
乞
規
定

L
(詳

J
・
な
は
委
員
曾
の
遮
血
中
方
法
は
聞
係
帥
労
働
組
合
が
定
め
る
こ
ご
、

陸
海
軍

ω諸
部
門
に
於
り
る
委
員
曾
に
つ
い
て
は
特
別
規
定
が
ゐ
る
ニ
ご
を
明
か
に
し
て
居
る

ω
に
す
ぎ
ぬ
(
側

一
切
)
0

而
J

し
此
の
規
定
(
浦
ト
五
)
に
よ
り

τ認
め
ら
れ
旦
ハ

J

聞
係
労
働
組
合
の
承
総
を
待
た
ご
こ
ろ
の
委
員
曾
以
外

の
も
の
は
、
労
働
者
及
び
使
用
人
の
代
表
機
関
た
る
こ
ピ
を
得
な
い
こ
ご
、
な
っ
て
居
る

(wt)。

勢
働
組
合
は
法
律
上
い
か
な
る
桃
利
を
宥
す
る
か
ど
い
ふ
に
、
業
れ
は
か
な

h
浮
山
掲
示
品
れ

τ居
る
の
で
あ

る
が
、
包
括
的
に
は
「
労
働
組
合
は
、
賃
労
働
者

ω名
に
於
て
、
崎
労
働
協
約
を
締
結
し
た
る
賞
事
者
ど
し
て
、
ま

た
勢
働
及
び
生
活
に
閲
ず
る
一
切
の
問
題
に
つ
い
て
其
の
代
表
者
?
し
て
、
活
動
L
得
る
椎
利
b
z
有
[
τ
居
る
」

E
規
定
さ
れ

τ(司
誠
一
)
組
合
が
叫
労
働
者
の
利
盆
を
代
表
し
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
干
輿
L
得
る
こ
芭
が
認
め
ら
れ

て
居
る
の
で
ゐ
る
o

而
て
組
合

ω第
一
次
的
機
関
た
る
委
員
品
目
の
職
能
は
、
(
イ
)
帥
労
働
僚
何
及
び
生
活
保
刊
に
関

す
る
一
切
の
問
題
仁
於
て
、
企
業
、
施
設
、
農
場
の
管
理
部
に
謝

L
て
第
働
岩
及
び
使
用
人
の
利
盆
を
代
表

L



且
つ
之
を
保
護
す
る
こ
正
、
(
こ
新
か
る
利
盆
を
政
府
及
ぴ
公
共
機
闘
に
岨
到
し
て
代
表
す
る
こ
芝
、
(
二
法
律
に

定
め
ら
れ
た
労
働
保
護
の
規
定
、
枇
曾
保
険
、
労
賃
支
拐
、
保
健
に
閲
す
る
規
定
、
技
術
的
安
全
設
備
に
闘
す
る

規
定
等
の
正
破
な
る
貨
施
に
つ
い
I

て
の
監
督
を
な
し
、
ま
た
労
働
保
護
の
鴻
め
に
岡
家
機
闘
志
協
力
す
る
こ

Z
、

(
-
一
)
崎
労
働
者
及
び
使
用
人
の
教
養
k
挫
に
物
質
上
の
朕
態
を
改
善
す
る
治
め
の
慮
置
を
講
す
る
こ
正
(
ホ
)
闘
家

的
企
業
に
於
け
る
生
産
の
疋
常
な
る
促
進
に
協
カ
し
、
ま
た
関
係
叫
す
働
組
合
を
通
じ
て
闘
民
経
済

ω調
整
ご
組
織

ビ
に
拳
奥
す
る
こ
ご
に
在
る

Z
せ
ら
れ
て
居
る
(
岬
件
五
)

0

之
を
前
に
労
働
契
約
、
労
働
協
約
及
ぴ
内
部
管
川
崎
規
則
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
ご
こ
ろ
己
併
せ
考
へ
れ
ば
、
嶋
労

働
組
合
の
枇
曾
的
峨
抱
H
A
ぴ
之
に
仲
ふ
法
律
的

ω地
位
乃
至
性
質
は
大
純
夫
の
や
う
に
会
計
払
繭
而
に
別
っ
て
観
る

一
』
ピ
が
で
き
る
で
あ
ら

F

フ
。
第
一
に
組
合
は
、
忍
法
的

ω意
昧
に
於

τ、
封
外
的
に
も
謝
内
的
に
も
、
持
働
階
絞

り
生
存
修
件
を
向
上
せ
し
め
る
潟
め
に
活
動
[
得
る
ぜ
こ
み
の
組
織
鱒
で
ゐ
る
。
だ
炉
ら
組
合
は
法
人
叫
怖
を
有

し
、
従
っ
て
財
産
を
取
得
し
ま
た
契
約
を
締
結
し
得
る
雌
利
協
力
乃
至
行
活
能
力
を
有
し
て
居
る
こ
ご
が
必
要
で

あ
る
o

第
二
に
組
合
は
、
一
公
法
的
の
意
味
に
於
て
、
目
白
山
備
力
の
一
部
を
有

L
て
居
る
の
で
あ
る
。
郎
も
組
合
に
は

上
に
逃
べ
た
や

F

フ
に
同
氏
経
済
の
組
織
正
調
盤
正
に
参
典
し
、
叫
労
働
法
の
質
施
h
z

監
昔
し
、
労
働
皿
作
議
山
一
柏
崎
め
に

圏
中
部
機
関
ご
協
力
し
、
更
に
峠
労
働
監
督
官
を
漣
悲
し
H

ま
た
守
滋
調
停
に
干
山
県
す
る
な
ど
、
色
々
の
公
法
的
の
職

施
が
認
め
ら
れ

τ居
る

ωで
あ
る
。
序
に
こ
、
に
労
働
に
閲
す
る
母
議
一
の
調
停
に
於

τ、
勢
働
組
合
が
ど
う
レ
ふ

地
位
を
占
め
て
居
る
か
を
瓶
脱
す
れ
ば
、
耐
労
働
力
の
利
用
に
関
聯
し
て
生
す
る
守
議
は
、
人
民
裁
判
所
の
特
別

(
拙
労
働
)
法
廷
に
於
げ
る
強
制
子
総
又
は
守
議
委
員
曾
、
調
停
委
員
品
目
及
び
仲
裁
々
判
所
に
於
り
る
調
停
手
絞
に
よ

品繭

議

一
九
二
二
年
白
ロ
シ
ア
鋳
働
法

第
二
十
三
申
告

(
第
一
蹴

仁
ヒ
)

t 
t二

第一四七判長は『捗働監唱器官は 定 白 任JUJをばめて捗働組合の委員骨によって

越皐され、労働人民委員官によっτ認可される』と iiごめτゐる。
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書k

論

一
九
二
二
年
四
ロ
シ
ア
搭
働
法

(
第
一
一
世

4ニ
J、

←ヒ
J、

体
二
十
三
審

っ
て
、
解
決
さ
る
ペ
ミ
」
こ
ご
、
な
っ

τ居
る
の
で
あ
る
が
命
倫
」
ハ
)
、
崎
労
働
組
合
は
、
上
記
の
人
民
裁
判
所
の
特

別
法
廷
法
に
何
れ
の
調
停
機
関
に
於
て
も
、
北
(
り
代
表
者
主
奉
加
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
[
か
し
斯
か
る
場
合

に
は
組
合
は
.
嘗
事
者
ご
し
て
の
み
な
b
中
公
桃
力
の
支
持
者
ご
し
て
、
現
は
れ
る
も
の
で
あ
る
古
川
側
な
り
れ
ば

な
ら

ω。
な
は
悲
し
仲
裁
々
判
所
の
刊
決
が
傭
主
に
よ
っ
て
任
意
に
臆
柑
き
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
事
件
は
幡
宮

倒
人
民
委
員
曾
の
機
闘
を
通
じ
て
人
民
裁
判
所
に
移
さ
れ
、
人
民
裁
判
所
は
ニ
十
四
時
間
内
仁
強
制
執
行
命
令
を

出
す
こ
正
、
な
っ
一
1
居
る
か
ら
、
術
主
側
に
劃
し
て
は
岡
家
的

ω強
制
手
段
が
認
め
ら
れ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
労

働
者
側
に
鉛

Lτ
は
、
組
合
が
判
決
を
執
行
す
る
こ
正
、
、
な
っ
て
苧

tzvま
り
(
帥
ト

J
、
組
合
が
之
を
執

行
し
な
レ
で
放
か
っ

τ置
〈
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
家
が
強
制
的
に
干
渉
L
得
ゐ
俄
地
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。

郎
も
此
切
一
例
じ
ょ
っ

τ蹴
る
も
、
労
働
組
合
が
い
が
に
大
な
る
公
法
的
の
職
能
を
有
す
る
か
を
窺
知
[
得
る
で

あ
ら
う
。

Y
ゲ
イ
エ
hf

・
ロ
ジ
ア
に
於
け
る
努
働
組
合
の
特
色
は
右
り
や
う
に
極
め
て
旗
い
範
固
に
一
旦
っ
て
益
法
的
の
職

悼
胞
が
認
め
ら
れ

τ居
る
正
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

前
々
稿
(
ニ
)
に
於
て
逃
ぺ
た
や
う
に
、
ポ
U
F
V
ェ
グ

イ
ス
ト
革
命
は
勢
働
者
統
制
維
の
確
立
正
い
ふ
旗
峨
の
下
に
行
は
れ
た
も
山
で
ゐ
つ

τ・
茸
(
の
統
制
機
は
革
命
蛍

初
仁
は
経
営
評
議
品
目
(
工
場
委
員
曾
)
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
山
り
で
あ
る
が
、
蛍
時
の
経
管
評
議
曾
は
い
は
い
V

暴
力
に

よ
っ
て

(
L
5
2民
口
調
印
君
"
E
J
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
己
蹴
ら
れ
得
る
。
卸
も
其
れ
は
各
仰
別
的
の
企
業
仁
於

り
る
勢
働
者
副
館
の
濁
占
す
る
ご
こ
ん
で
あ
っ
た
が
、
漸
次
に
集
中
的
の
傾
向
が
強
〈
な
っ
て
、
統
制
機
能
は
労

働
組
合
|
|
従
っ
て
其
の
中
央
最
高
機
闘
北
る
会
露
拙
労
働
組
合
中
央
委
員
曾
ー
ー
に
集
中
古
れ
る
こ
ピ
、
な
り
、

期〈の如〈仙主に封Lては被~，Ii者に封するよりも帥雌なる翠嵐が仇られる旧

日目喜納法施行iJ、第六僚が?Jj働法規iこi主反した怖主にて，.'てのか刑法Iの制裁

を謀すヘミき旨を定めてmるのに徴する也明1'1どある。
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モ
ニ
に
勢
働
組
合
が
庚
(
公
法
的
の
範
囲
に
於

τ活
動
し
得
る
素
地
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
て
勢
働
法
は
之

を
是
認
し
、
ま
た
之
を
助
長
す
る
態
度
に
出
で
た
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
勢
働
組
合
に
閲
す
る
規
定
は

u
v
ア
に
於

り
る
経
済
的
及
び
政
治
的
の
V

A

7

ム
の
一
一
聞
を
反
映
し
た
も
の
で
ゐ
う
て
、
厳
格
な
る
集
中
主
義
に
基
き
、
大

き
な
組
紙
憶
の
縛
め
に
小
き
な
組
織
鶴
を
弱
め
る
方
策
に
出
で
た
も
の
ご
い
へ
る
で
ゐ
ら
う
o

卸
も
経
済
カ
を
中

央
に
集
中
す
る
こ
ど
は
、

y
グ
ィ
ェ
，

h
-

統
治
ゆ
一
手
段
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
経
済
的
古
い
ふ
よ
・
り
も
寧
ろ
政

治
的
の
意
味
が
多
分
仁
合
ま
れ
て
居
る
の
で
ゐ
る
o

一
一
一
一
以
上
、
労
働
契
約
に
関
聯
L
て
時
労
働
法
が
、
附
労
働
闘
係

ω外
部
的
組
織
乃
至
規
律
に
つ
レ
て
、
い
か
な

る
鋭
定
を
設
り
て
居
る
か
を
・
概
観
し
た
の
で
あ
る
が
、
弐
に
は
労
働
法
が
庇
接
に
拙
労
働
関
係
自
憾
に
つ
い

τ・辿

周
吉
る
べ
き

ν
か
な
る
賓
館
法
的
的
規
定
を
設
付
て
居
る
か
を
蹴
?
フ

0
9働
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
経
笹
に
つ

い
て
拘
束
力
を
有
し
且
つ
い
か
な
る
契
約
乃
至
協
定
歳
時
間
蜘
下
時
一
問
時

r)ー
を
以
工
す
る
も
設
克
す
る
こ
デ
ピ
得

な
い
ご
こ
ろ
の
強
行
的
貿
館
法
規
を
、
多
数
包
合
し
て
居
る
。
其
の
重
要
な
る
も
の
ご

Lτ
は
、
左
の
如
き
規
定

を
曲
帯
げ
得
る
。

勢
賃

ω額
は
原
則
古
し
て
酷
労
働
協
約
及
び
労
働
契
約
に

4
9
て
定
め
ら
れ
る
こ
古
、
な
つ

(
倍
)
、
其
の
最
小
限
度
に
つ
い
て
労
働
法
は
、
『
報
酬
の
額
は
、
岡
家
機
闘
が
一
定
の
期
間
の
潟
め
に
一
定
の
稲

類
の
労
働
に
つ
い
て
定
め
た
ご
こ
ろ
の
強
制
的
の
最
低
額
を
下
る
こ
さ
を
得
な
い
』
£
定
め
て
居
る
の
で
ゐ
る

(
岬
削
)
o

尤
も
券
賃
支
那

ω形
式
は
、
時
間
蜘
又
は
出
来
高
抑
(
洲
一
叩
伽
一
一
一
一
…
川
M
d
U
4
刊
日
剛
)
た
る
こ
ピ
を
得
る
ご

共
に
、
残
業
に
劃
す
る
報
酬
も
契
約
に
よ
っ

τ定
め
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
但
し
地
業
に
恥
到
す
る
抑
制
酬
も
、

居
る
け
れ
ど
も

品立
初

第

銑

七
九
)

貫主

一
九
ニ
ニ
h
o
ロ

v
ア
接
働
掠

第
二
寸
一
二
寄

じ

九

論

jfi 凶路、 j'Î~_. ~L峰、第一入峰、部五一陣母に路で立轄の賀曲法的 míi~に遣反
するこ止を』年ない日吉田'i~品]して肘る。
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ぷ詣

五世

一
九
二
二
年
の

u

シ
ア
捗
働
法

娘
二
十
一
二
審

(第
A

批

凡

O
)

F、
o 

の
二
時
間
に
謝
し

τは
正
規
の
報
酬
の
一
悩
宇
を
、
爾
後
の
残
業
及
び
休
日
祭
日
の
勢
働
に
謝
し
て
は
二
怖
を
下

つ
て
は
な
ら
品
目
こ
芭
、
、
な
つ
℃
ゐ
る
(
政
)
。
而
て
『
報
酬
の
支
榔
は
通
貨
を
以
て
鋳
さ
れ
、
特
に
崎
労
働
契
約
一
又
は

現
物
(
附

M
r崎
一
門
川
一
)
を
以

τ潟
さ
れ
る
。
現
物
に
よ
る
支
掛
り
俊
件
及

hr-u
、

g
l
 労
働
の
場
所
に
於
て
縛
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
油
断
)
正
か
、
「
被
傭
者
が
報
酬
の
低
い
仕
事
に
移
さ
れ
た
場

移
さ
れ
て
か
ら
二
週
間
は
従
前
の
賃
金
率
に
よ
る
支
挑
が
品
局
さ
れ
る
こ
さ
を
要
す
る
』
(
政
)

3

・

t
力

，，，.>..，品.--~1'ø-，^"'，，': ~，'~1!'{~1' r'f"~"> ，'-叩附川 c".~，.-

勢
働
協
約
に
於
℃
定
あ
る
場
合
に
は
、

ぴ
其
の
評
価
聞
の
手
繰
は
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
議
む
。

品A
F

心
他
「
報
酬
の
支
柚
酬
は
、

第
働
時
間

合
に
は
、

「
継
続
的
の
性
質
を
帯
び
た
仕
事
に
於
て
は
、
報
酬
は
定
期
的
に
而
も
二
遡
聞
に
一
一
回
以
上
支
榔
は
れ
む
ば
な
ら

ぬ
」
(
紳
4
担
保
)
な
ど
、
勢
賃
支
携
に
つ
い
て
の
詳
細
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ

τ居
る
。

「
被
働
者
の
責
に
蹄
す
べ
か
ら

F
る
事
由
に
よ
っ
て
勢
働
を
錯
す
ニ
ご
を
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

報
酬
は
共

の
被
傭
者

ω話
・
均
労
働
高
に
相
膳
し
て
(
問
問
削
叶
吋
)
支
挑
は
川
い
る
o

而
て
平
均
勢
働
高
決
定
の
手
持
ベ
!
勢
働

人
民
委
員
曾
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
』
お
む
。
な
ほ
斯
か
る
平
均
一
労
働
高
に
相
臆
す
る
報
酬
(
却
し
は
.

7
)越
奉
機
行
伎
の
潟
め
に
蝕
勤
し
た
場
令
(
州
出
品
川
一
目
下
時
…
組
問
)
(
口
)
詮
入
、
鑑
定
人
又
は
陪
申
貫
己
し

(
月
)
岡
家
機
関
、
労
働
組
合
又
は
協
同
消
費
組
合
に
よ
っ
て
招
集
せ
ら
れ
た
大

て
出
廷
を
命
や
ら
れ
た
場
合
、

(
-
一
}
亦
軍
に
召
集
さ
れ
た
場
合
(
話
料
…
器
官
)

(
ホ
)
労
務
上
の
用
件
で
族
行
し
立
場
合
な
ど
仁
於
て
も
、
支
一
酬
は
る
べ
き
も
の
ご
せ
ら
れ
て
泊
る
(
綿
紅
山
旬
。

叫
労
働
契
約
は
、
備
主
が
被
傭
者
を
共
の
資
絡
(
柿
)
仁
相
蛍
す
る
仕
事
仁
移
吉
町
ノ
ご
し
た
場
合
若
〈
は
帥
労
務
に
服

す
べ
き
場
所
を
移
号
d

す
場
合
に
被
傭
者
が
之
を
拒
絶
L
R
E
u
議
下
一
点
一
帯
広
)
傭
主
が
報
酬
を
正
嘗
の
同
期
に

曾
、
協
議
曾
及
び
代
議
曾
に
代
表
者
己
し
て
出
席
し
た
場
合
、



支
抑
は
泊
さ
き
、
傭
主
が
契
約
上
の
義
務
叉
は
労
働
法
所
定
の
義
務
を
履
行
し
な
い
ご
量
、
傭
主
、
管
理
者
乃
至

は
其
の
家
族
が
被
傭
者
に
岨
到
し
て
無
械
な
行
震
を
し
た

Ed(儲
)
及
び
被
傭
者
が
亦
箪
に
召
集
苫
れ
た
ご
き

(
ぽ
)
な
ど
に
は
、
傭
主
に
よ
h
又
は
被
傭
者
に
よ
っ
て
解
除
(
位
さ
れ
る
こ
己
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
斯
か

る
解
除
が
錦
苫
れ
た
場
合
に
は
、
二
週
間
分
の
賃
金
額
が
解
除
手
嘗
ご
し
て
被
傭
者
に
支
携
は
る
べ
き
ニ
正
、
な

っ
て
居
る
(
政
)
ψ

ま
た
労
働
者
及
び
使
用
人
が
一
時
第
働
能
力
を
失
つ
行
場
合
に
於
て
は
、
病
気
の
ご
き
に
は

少
(

F

b
二
ヶ
月
間
、

H
T
娩
の

Edに
は
少
，

z
Jも
四
ヶ
月
間
、
現
峨
に
さ
い
め
て
置
hr
れ
る
の
で
ゐ
る
(
訪
)
。

夏
に
備
主
が
破
産
し
た
場
合
に
於
て
は
、
抽
労
働
協
約
及
び
努
働
契
約
に
基
〈
賃
金
請
求
権
共
の
他
被
傭
者
の
請
求

機
は
、
他
の
偵
棋
に
優
先
す
る
も
の
Z
せ
ら
れ
て
居
る
(
坤
恥
)
。

次
に
、
第
働
時
間
に
閲
す
る
規
定
を
観
る
に
、
「
生
産
事
業
に
於
て
も
、
生
産
に
必
要
な
る
補
助
事
業
に
於
て

も
、
楳
昨
平
附
賀
川
柳
時
聞
は
入
時
聞
を
超
え
る
こ
ご
を
得
な
い
」
(
川
印
刷
)
正
い
ふ
原
則
が
、
認
め
ら
れ
て
居
る
o

し
か
し

此
の
規
定
的
適
用
は
、
政
治
的
.
岡
家
的
及
び
勢
働
組
合
的
の
組
織
に
於
け
る
責
任
あ
る
勢
働
者
に
つ
い
て
は
・

一
定

ω裏
付
の
下
に
排
除
さ
れ
得
る
(
親
)
。
而
て
十
六
歳
以
上
十
八
歳
未
尚
の
者
、
精
一
川
的
一
又
は
事
務
的
の
努

働
に
服
す
る
者
(
陛
一
昨
一
一
叫
棚
山
…
…
町
一
山
間
引
)
、
地
底
勢
働
に
服
す
る
者
な

rに
つ
い
て
は
、
勢
働
時
間
は
六
時
間
を
超

え
る
こ

ι
を
得
な
い
。
ま
た
拙
労
働
人
民
委
員
品
目
は
、
特
に
危
険
な
る
仕
事
叉
は
健
康
上
有
害
な
る
仕
事
に
従
ふ
者

の
縛
め
に
、
時
労
働
時
聞
を
短
縮
す
る
機
阪
を
有
し
て
居
る
(
時
似
)
。
な
は
夜
間
労
働
に
於

τは
、
叫
労
働
時
聞
は
一

時
閑
語
さ
れ
る
(
訪
芯
刊
誌
な
針
午
)
。
家
暴
働
者
、
修
繕
営
者
、
農
業
勢
働
者
苦
他
類
似
の

労
働
者
が
、
継
続
的
に
且
つ
月
給
釧
凶
賃
金
で
労
務
に
服
し
て
居
る
場
合
は
、
労
働
時
間
は
適
宜
に
之
を
分
制

仙 IM;J

五柑

議

一
九
二
二
年
内
ロ
シ
ア
勢
働
法

第
二
十
三
巻

U~ 

批

J、
) 

J丸



( 

第

皆E

丹、

) 

丹、

前

3世

一
九
ニ
ニ
草
山
ロ
シ
ア
胞
が
働
法

第
二
十
三
巻

す
る
こ
正
が
で
き
る
の
で
ゐ
る
が
、
一
グ
月
間

ω労
働
時
間
の
総
数
は
・
標
準
労
働
時
間
の
一
ゲ
月
分
を
超
え
る

こ
子
ぜ
待
な
い
(
ぽ
…
)
o

ま
た
被
仰
者
じ
は
券
働
時
間
中
に
休
憩
及
び
食
事
の
斜
め
の
時
間
が
奥
へ
ら
れ
る
ニ
古

を
要
す
る
の
で
あ
っ
て
、
主
戸
時
聞
は
崎
労
働
時
一
聞
に
算
入
苫
れ
な
い
(
説
)
。
「
除
準
M

労
働
時
間
外
の
労
働
(
廃
業
)

は
、
原
則
正
し
て
許
さ
れ

E3tro)
己
申
止
め
ら
れ
て
居
る
が
、
特
に
凶
防
上
必
要
な
る
仕
事
、
一
般
的
(
枇
曾

的
)
紫
急
放
践
を
避
け
る
縛
め
の
仕
事
、
機
械
又
は
設
備
の
破
損
を
共
の
憾
に
し
て
置
い
て
は
多
数
の
勢
働
者

が
、
就
業
で
き
白
や
う
な
場
合
に
於
げ
る
修
繕
又
は
問
復
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
標
準
捗
働
時
間

外
の
労
働
が
許
さ
れ
る
(
位
。
)
。
但
し
十
八
歳
未
満
の
勢
働
者
に
は
、
絶
叫
到
に
残
業
は
許
き
れ
な
い
(
岬
ト
。
)
。

誕
仁
ど
う
い
ふ
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
残
業
の
総
計
は
一
ヶ
年
間
百
二
十
時
聞
を
超
え
る
こ
ぜ
を
得
す
、
ま
た
二

日
間
続
〈
残
業
の
総
計
は
四
時
間
J
b
多
〈
て
は
い
か
ぬ
(
詮
。
)
。

休
暇
従
っ
て
典
明
日
及
び
休
日
仁
闘
し

τは
、
抽
出
十
一
章
(
時
ト
ヨ
唯
一
則
)
に
詳
細
な
る
強
行
的
の
規
定
が
あ
る
。
「
一

週
閉
じ
少
〈
正
も
四
十
二
時
間
の
総
鋭
的
の
休
暇
が
、
総
て
の
労
働
者
に
輿
へ
ら
れ
る
o

週
休
日
は
努
働
組
合
評

議
曾
ピ
の
協
定
に
よ
っ

τ地
方
労
働
部
が
之
を
定
め
る
の
で
あ
っ
て
、
共
れ
は
各
地
方
の
勢
働
者
及
び
使
用
人
の

民
族
的
宗
数
的
事
情
に
感
じ
て
、
日
限
日
又
は
其
の
ほ
か
の
日
に
定
め
ら
れ
る
こ
ご
が
で
き
る
」
(
群
。
)
。
一
般

的
祭
日
は
大
日
あ
る
が
、
新
年
を
除
り
ば
他
は
総
て
革
命
紀
念
日
で
あ
っ

τ、
「
次
の
祭
日
に
は
勢
働
を
翁
す
こ

正
を
禁
、
?
る
O

(

イ
)
一
月
一
日
(
輔
)
、
(
工
一
月
二
一
一
日
(
町
詰
肝
一
紅
制
伽
)
、
(
ニ
三
月
二
百
偏
甥

0.

(
-
一
)
三
月
一
入
日
(
行
f
r
p
ミ
)
、
(
ホ
)
五
月
一
日

(HU引
肘
シ
)
、
(
ニ
一
一
月
七
日
(
げ
や
れ
引
)
」
ご
せ
ら
れ

て
居
る
(
詳
一
)
。
此
の
他
に
枇
労
働
部
は
省
勢
働
組
令
委
員
品
目
ピ
協
議
し
て
地
方
の
辛
口
情
、
民
衆
の
構
成
、

民
族



的
祭
日
な
ど
を
掛
酌
し

τ、
一
年
に
十
日
以
内
の
祭
日
を
定
め
る
ニ

t
が
で
き
る
(
ヰ
ト

J
o
耐
て
休
日
及
び
祭

日
の
前
日
に
は
労
働
時
聞
は
六
時
聞
を
超
え
る
こ
さ
を
符
な
い
が
、
し
か
し
全
日
の
賃
金
が
支
梯
は
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
(
詳
一
)

o

ま
た
五
ヶ
月
竿
以
上
継
続
し
て
帥
労
働
し
た
者
は
纏
て
、
一
年
に
一
回
、
一
一
週
間
以
上
の
休
暇
を
受

け
る
権
利
を
有
l
(時
ト
一
)
、
特
に
有
害
に
上
て
危
険
な
る
仕
事
に
従
ム
者
に
つ
い
て
は
、
此
の
体
暇
期
間
は
倍

加
さ
れ
る
窃
ト
一
)

0

而
て
休
暇
の
奥
へ
ら
る
べ
き
順
序
・
時
期
、
休
暇
利
用
の
方
法
な
ど
に
つ

ν
ー
も
、
そ
れ

ぞ
れ
規
定
が
設
り
ら
れ
命
生
説
)
、
其
の
他
、
婦
人
|
骨
組
娠
中
及
び
分
裂
の
姉
人
|
未
成
立

仁
つ

ν
て
は
、
諸
柿
の
保
護
規
定
が
あ
る
(
諌
む
。

い
か
な
る
企
業
も
叫
労
働
監
替
割
問
及
び
衛
生
上
、
技
術
上
の
監
督
機
関
の
許
可
な
し
に
は
、
之
を
開
始
し
又
は
新

な
る
場
所
に
移
糊
す
る
こ
ご
を
得
な
ヤ
(
位
三
)
。
総

τの
企
業
及
び
施
設
は
、
労
働
人
民
委
員
曾
の
殺
す
る
各
産

業
部
門
の
取
締
規
則
に
基
い
て
、
危
険
な
る
勢
働
放
践
を
除
去
若
く
は
減
少
L
、
災
害
を
防
止
し
、
ま
た
作
業
場

の
遮
宜
な
る
他
康
及
び
衛
生
娘
態
を
保
持
す
る
矯
め
に
、
相
官
の
設
備
を
し
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
(
鳩
峰
三
)
。
こ
れ

等
の
原
則
的
の
規
定
を
質
施
し
、
帥
労
働
者
の
保
護
を
刑
期
す
る
潟
め
に
、
第
一
回
章
は
廷
に
幾
多
の
詳
細
な
る
規
定

を
設
け
て
居
る
。

労
働
保
護
の
規
定
に
関
聯
し

τ
一
言
す
ぺ
き
は
、
一
枇
曾
保
険
に
闘
す
る
規
定
で
め
る
が
、
労
働
法
は
た
い
Y

賂
来

の
立
法
に
謝
す
る
希
望
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
も
蹴
ら
る
べ
き
稜
度
の
輪
廓
を
示

tτ
居
る
仁
己
ャ
ま
っ
て
、
賞
施

仁
必
要
な
る
詳
し
い
規
定
を
置
い
て
は
ゐ
な
い
。

V
ま
其
の
原
則
的
の
規
定
を
蹴
れ
ば
、
刷
曾
保
険
は
・
企
業
や

施
設
の
性
質
、
積
師
酬
の
如
何
を
問
は
す
、
ま
た
労
働
の
稀
類
、
賃
金
支
挑
め
形
式
の
如
何
を
論
守
子
、
質
券
働
に
服

叢

前

一
九
二
二
年
の
ロ
シ
ア
鋳
働
法

第
二
十
三
谷

(
品
一
蹴

F、

ハ‘

寸六歳未満D者世勢働せしめるととは原則として禁ず られて居るが(第一三

宜降)例外的に貯苫れて居る場合に於ても其り捗働時間は四時間を魁えると

左をf早1，ぃ。
〉
円
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部
二
十
三
巻
(
第
一
瞬

す
ゐ
者
の
総
て
に
つ
い
て
認
め
ら
れ

(
P
J
・
而
も
川
傷
病
的
治
療
、
山
川
拍
労
働
能
力
の
一
時
的
喪
失
(
鋭
rM川崎、

問
伊
雅
弘
的
、
)
り
場
合
於
け
る
子
常
、
山
山
山
川
の
補
給
(
射
日
械
が
附
)
付
金
制
的
場
合
に
於
け
る
手

骨
師
、
ホ
不
良
駿
疾
=
な
っ
た
場
合
に
於
げ
る
救
隣
、
へ
扶
養
を
潟
し
て
ゐ
た
者
の
死
む
又
は
失
跡
の
場
合
に
於
け

る
貨
帥
労
働
者
の
家
族
的
手
賞
を
保
障
す
る
も
の
ぜ
せ
ら
れ
て
居
る
(
詳
七
)
。
而
て
保
険
料
は
、
企
業
の
有
害
性

及
び
危
険
性
の
科
度
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
棋
準
に
従
っ
て
、
各
労
務
者
の
賃
金
の
一
定
の
削
九
刊
を
、
賃
柑
労
働
を

利
用
す
る
企
業
、
施
設
、
農
業
又
は
倒
人
が
支
榔
ふ
べ
き
も
の

Z
せ
ら
れ
、
而
も
其
れ
は
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ

て
も
、
被
保
険
者
に
嶋
嫁
す
る
こ
古
を
得
な
い
こ
ご
、
な
っ
て
居
る
(
側
一
目
川
町
喝
な
ほ
た
古
川
廿
保
険
料
支
抑
の

義
務
ゐ
る
傭
去
が
、
共
の
支
搬
を
怠
っ

τゐ
て
も
、
被
傭
者
は
労
働
法
所
定
の
保
険
金
(
手
賞
)
請
求
権
を
失
ふ
も

の
で
は
な
い
旨
を
規
定
し
て

(
4町
)
、
専
ら
労
働
者

ω
保
穫
を
は
か

b
、
な
ほ
各
仰
の
保
険
事
故
(
鵡
脚
ト
七
)

が
肱
羽
生
し
た
場
合
に
於
け
る
保
険
金
(
手
首
)
支
抑

ω態
依
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
毛

窃

mru級一
)

0

=
=
一
以
上
一
九
一
一
二
年
の
勢
働
法

ω概
観
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
其
の
適
用
の
問
題
は
姑
く
揃
い
て
、
之

を
た
V

形
式
的
に
の
み
論
十
れ
ば
、
共
れ
は
所
調
勢
働
解
放
の
方
向
に
於
て
大
な
る
飛
躍
を
な
し
た
も
の
で
あ
る

か
の
や
う
に
み
え
る
。
そ
こ
に
は
勢
働
を
求
め
る
権
利
は
確
立
さ
れ
て
ゐ
な
い
け
れ
ど
も
、
其
の
代
h
に
労
働
義

務
b
亦
殆
ん
ど
否
認
さ
れ
た
の
に
等
し
い
。
軍
事
共
産
主
義
か
ら
園
且
日
部
資
本
主
義
へ
の
樽
換
が
、
或
範
囲
に
於
T一

「
強
制
か
ら
解
放
へ
」
、
「
説
伏
か
ら
白
後
へ
片
言
進
ん

r行
耗
は
、
労
働
聞
係
の
後
生
が
、
一
九
一
入
年
の
勢
働

訟
に
於
て
は
会
法
的
の
崎
労
働
義
務
を
原
図
ご
し
て
ゐ
た
の
に
反

L
、
-
九
二
二
年
の
労
働
法
に
於
て
は
私
法
的
の

";%'<'吋，，-^

論

5龍

4

九
一
一
二
年
白
ロ
シ
ア
鋳
働
詰

八
削
)

J、
四



勢
働
契
約
を
要
件
古
す
る
に
至
っ
た
の
に
よ
っ
て
も
、
明
か
に
瀬
一
本
さ
れ
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
る
。

L
か

し

y
グ
ィ
?
:
ロ
シ
ア
は
、
依
然
ご
し
て
其
の
憲
法
が
い
ふ
や
う
に
『
持
働
者
、
兵
-T
及
び
農
民
の
各
代
表
委

員
よ
・
9
成
る
川
ノ
グ
ィ
エ
ト
の
共
和
国
」
で
ゐ
り
、
「
ロ
V

ア
会
努
働
階
級
よ
り
成
る
自
由
な
る
枇
曾
主
義
の
枇
曾
』

胞

で
め
る
か
ら
、
こ
、
に
い
ふ
私
法
的
の
努
働
契
約
も
、
従
来
の
法
制
に
於

τν
ふ
所
の
契
約
自
由
の
原
則
の
下
に

認
め
ら
れ
て
来
た
共
れ
古
は
、
お
の
づ
か
ら
回
調
っ
た
意
味
を
有
っ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
卸
も
そ
こ
に
は
常
「

持
働
者
全
般
の
立
川
明
か
ら
す
る
制
約
が
力
蹴
(
作
則
す
る
の
で
あ
っ
て
、
鋒
働
協
約
、
内
部
管
理
規
則
乃
歪
各
師
刊

の
労
働
保
護
法
規
は
、
殆
ん
Y
」
個
々
の
傭
主
及
ぴ
被
傭
者
の
自
由
な
る
意
思
表
示
の
品
以
来
を
認
め
な
い
程
に
、
厳

格
な
る
限
界
を
附

L
て
居
る
の
で
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
個
人
の
意
思
乃
至
自
由
に
出
づ
る
ご
せ
ら
れ
る
持
働
契

約
は
、
た
い
γ

ア
イ
デ
ア
9
λ
-
Y
ィ
ッ
ク
で
メ
タ
フ
イ
ジ
カ
戸
な
意
味
を
有
す
る
に
ご
い
γ

ま
っ
て
、
そ
こ
に
働
〈
力

の
関
係
は
、
之
を
被
傭
者
側
の
利
盆
の
絡
め
に
、
康
〈
且
つ
強

t
制
約
し
て
居
る
の
で
あ
る
E
い
へ
る
。

新
〈

ω如
〈
制
限
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、

ご
仁
か
〈
労
働
法
は
形
式
的
に
は
叫
労
働
閲
係
の
基
礎
ご
し
て
労
働
契
約

を
刊
制
定
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
而
も
北
(
れ
を
制
限
す
る
勢
働
協
約
乃
至
諸
積
の
勢
働
保
護
法
規
は
、
臨
凪
狭
強
弱
の

差
こ
そ
あ
れ
、
従
来
の
諸
闘
の
枇
曾
立
法
ご
か
労
働
立
法
己
か
呼
ば
れ
る
も
の
に
於
て
も
、
般
に
認
め
ら
れ
又
は

認
め
ら
れ
や
う
さ

L
て
居
る
所
で
あ
る
。
た
か
ら
こ
れ
等
の
貼
に
於
て
は
、

y
グ
ィ
ェ
ト
。
ロ
シ
ア
の
勢
働
法
ぜ

し
て
の
特
殊
性
は
之
を
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
が
、
別
に
吾
々

u、
従
来
の
所
説
資
本
主
義
的
挫
に
官
僚
的
の
基

調
に
立
っ
た
国
家
の
労
働
立
法
に
於
て
は
貫
徹
苫
れ
得
な

νで
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
こ
の
根
本
思
想
が
、
一
九
一
一

二
年
の
拙
労
働
法
に
於
て
願
現
し
て
居
る
の
を
見
る
こ
ご
が
で
き
る
と
忠
ふ
。
其
の
一
は
、
叫
労
働
法
統
一
の
思
想
、

提

一
九
二
二
年
四
ロ
シ
ア
曲
目
働
法

~(，tr 

第二十一一一笹

(熱一一概

λ
五
)

J、
五
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i自首

議

一
九
二
二
年
心

?ν
ア
捗
働
法

第
二
十
三
巻

紫

斑

八
六
)

ー、-、
ι
J
J
J
 

帥
も
報
酬
を
受
付
て
刷
局
さ
れ
る
労
働
に
閲
す
る
限
h
r
、
其
の
勢
働
の
稀
類
、
性
質
の
如
何
を
問
は
守
、
総
て
之
を

統
一
的
に
取
倣
は
う
ご
す
る
思
想
で
あ
る
c

精
品
脚
勢
働
で
あ
る
さ
筋
肉
融
労
働
で
あ
る
正
、
従
来
の
法
制
の
下
で
は

日
目
法
的
の
勤
務
正
し
て
取
扱
は
れ
る
も
の
で
あ
る
=
な
法
的
の
労
務

Z
L
て
取
扱
は
れ
る
も
の
で
ゐ
る
さ
智
附
は

す
、
北
(
の
他
ゐ
ら
ゆ
る
差
別
を
撤
麗
し
工
、
之
を
統
一
的
に
取
扱
は
う
ご
し
た
所
に
、
労
由
民
同
且
岡
部
の
労
働
法
正

L

て
の
特
色
は
窺
は
れ
る
。
即
も
其
れ
は
階
級
法
た
る
性
質
を
失
つ

τ、
一
般
普
通
法
ご
な
っ
た
も
の
で
あ
る
ピ
も

い
へ
品
。
し
か
し
、
ゐ
ら
ゆ
る
捗
働
を
、
其

ω特
殊
性
を
顧
慮
し
な
い
Y

で
、
統
一
的
に
規
律
す
毛
こ
ご
は
、
法
典

の
改
厳
令
』

L
ば
し
ば
行
ふ
か
又
は
例
外
法
規
を
多
数
設
り
る
か
で
な
い
限
り
、
形
式
的
に
も
之
を
維
持
す
る
こ
さ

は
困
難
で
ゐ
る
ご
思
は
れ
る
o

特
に
日
常
法
的
心
勤
務
正
私
治
的
の
賃
労
働
己
を
一
律
に
取
扱
ふ
こ
ど
は
、
事
質
上

不
可
能
で
ゐ
ら
う
か
ら
、
ロ

V

ア
に
於
℃
も
、
此

ω聞
に
於
り
る
法
律
上
の
取
扱
の
匝
別
は
、
早
晩
復
活
古
る
べ

き
も
の
ご
期
待
苫
れ
て
ゐ
る
ゃ
う
で
ゐ
る
。

tA
の
ニ
は
、
抽
労
働
組
合
の
制
度
に
よ
っ
て
金
崎
労
働
省
を
軍
一
韓
正
し
て
結
合
せ
し
め
ゃ
う
芭
す
る
考
で
ゐ
品
。

飾
に
紹
介
し
た
で
フ
に
、
勢
働
組
合
は
単
に
私
法
的
の
閥
係
に
於
け
る
活
動
の
車
位
た
る
の
み
な
ら
す
、
極
め

τ

庚
い
範
閣
に
わ
た
る
公
法
的

ω権
力
を
附
山
持
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
而
も
個
々
の
帥
労
働
者
は
、
此
の
組
織
慢

の
内
に
編
み
込
ま
れ
る

-τ
己
に
よ
っ
工
の
み
、
其
の
生
存
を
維
持
し
得
る
仕
組
ピ
な
っ

τゐ
る
の
で
あ
る
。
而
て

総

τの
勢
働
闘
係
は
直
接
又
は
間
接
に
叫
労
働
組
合
の
干
奥
に
よ
っ

τ決
定
さ
れ
る
の
で
め
る
か
ら
、
者
し
倒
人
を

組
織
値
の
内
に
、
編
み
込
ん
で
共
の
規
律
に
服
従
せ
し
め
る
ニ
ご
が
、
個
人
の
自
由
を
奪
ふ
も
の
で
あ
る
苦
い
ふ

風
に
解
す
る
な
ら
ば
、
ロ

V

ア
の
帥
労
働
者
に
は
自
由
は
な
い
ご
も
い
へ
る
で
め
ら
う
。
元
来
y
グ
イ
エ
ト
・
ロ

V



ア
の
院
治
的
及
び
経
済
的
の
V

1

7

ム
は
、
中
央
集
権
|
|
滴
裁

l
l
の
上
に
立
っ
て
、
小
き
な
組
織
は
な
る
だ

げ
之
を
大
き
な
組
織
鰭
の
鴛
め
に
弱
d

て
、
共
の
支
配
の
下
に
統
一
す
る
芭
い
ふ
方
針
に
出
で
、
居
る
の
で
あ
っ

て
、
経
済
力
h
f
努
働
組
合
の
組
織
に
よ
っ
て
集
中
し
統
一
す
る
こ
ご
も
、
た
い
に
経
済
上
の
意
味
を
有
す
る
仁
ご

い
γ

ま
ら
な
い
で
、
政
治
上
の
理
由
に
基
〈
も
の
で
あ
る
こ
さ
は
、
言
を
侯
た
な
い
。

立
法
、
行
政
、
司
法
の
=
一
穂
を
毛
Y

ア
ス
キ
ー

1
流
に
分
立
せ
し
め
る
こ
Z
は
、
濁
裁
的
の
間
半
一
階
級
岡
家
た

る
ロ
V

ア
に
於
て
は
、
資
微
苫
れ
得
な
い
。
ソ
ゲ
イ
且
ト
組
織
は
、
事
質
上
-
』
れ
等
三
権
の
綜
命
に
よ
っ

C
成
h

立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
は
凋
裁
的
権
力
の
現
質
的
表
現
ご
し
て
行
政

K
近
づ
き
、
司
法
は
客
観
的
な
る
法
の

脅
見
よ
り
も
所
謂
匙
品
目
主
義
的
良
心
に
従
ふ
こ
ど
を
重
ん
十
る
傾
向
が
ゐ
打
。
。
郎
ち
『
ロ

V

ア
の
法
律
制
度
の
基

礎
は
、
他
の
闘
に
於
け
る
や
う
に
法
令
の
上
に
築
炉
れ
て
ゐ
な
い
で
、
裁
判
官
及
び
裁
判
所
が
錯
す
E
こ
ろ
の
枇

合
主
義
的
解
科

ω上
に
置
か
れ
て
ゐ
る
』
ご
も
侍
へ
ら
れ
る
の
で
ゐ
る
o

だ
か
ら
本
稿
に
於
て
紹
介
し
た
ご
こ
ろ

が
目
指
し
て
ど
の
程
度
ま
で
賃
施
的
構
成
を
有
ず
る
も
の
で
あ
る
か
、
立
(
れ
は
こ
、
に
窺
知
L
得
る
限

b
で
は
な

い
。
ご
も
あ
れ
、
新
経
憐
政
策
の
樹
立
に
よ
っ
て
建
設
期
に
は
い
っ
た
ロ

V

ア
が
、
漸
次
仁
法
治
闘
家

Z
L
て
の

形
態
を
整
へ
る
に
至
っ
た
こ
ご
は
、
之
を
認
め
得
る
の
で
あ
っ
て
、
某
の
主
要
部
門
ご
し
て
の
勢
働
法
を
概
観
す

れ
ば
、
本
稿
に
於
て
紹
介
し
た
如
き
も
の
が
あ
る
。

一
九
二
二
年
の
努
働
法
典
は
、
他
の
民
法
典
、
農
業
法
典
な
ど
、
同
じ
ゃ
う
に
、
破
壊
的
の
軍
事
共
産

主
義
か
ら
建
設
的
の
国
家
資
本
支
義
ご
し
て
の
新
経
済
政
策
へ
の
樽
換
期
に
蛍
っ
て
、
大
急
ぎ
で
編
纂
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
そ
こ
に
立
法
技
術
上
の
優
秀
な
る
成
果
を
求
め
る
こ
ピ
は
で
き
な
い
。
其
れ
は
早
晩
技
術

J

3

J

、

'
L
a
M
1
L
 

λ
七
)

第
二
十
三
容

主事

暁

八
七

論

叢

一
九
二
二
年
目
ロ
シ
ア
努
働
法

~~ち la cons口encc5ocialiste， d国 50zialistischeRechtsempfinclen に従ふ

4 きことが法律白解樟乃至適用に由って高調されてゐるのてある。拙縞ソグ

イエト・ロ νア民法の特色一面上令科事第二巷第二甥三瓦一三頁等参問。

19) 



首古

叢

一
丸
コ
二
年
由
ロ
シ
ア
勢
働
法

第
二
十
三
巻

( 

策

協

J、‘
J、

入

入

的
の
意
味
に
於
て
も
改
修
5
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
ピ
思
は
れ
る
が
、
一
真
に
昨
冬
の
金

y
ザ
イ
エ
ト
聯
邦
共
産
窯

第
十
四
凶
大
曾
の
結
果
、
本
年
度
か
ら
賞
施
さ
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
己
偲
へ
ら
れ
る
所
説
第
二
次
新
経
憐
政
策

|
|
第
一
衣
縦
済
政
策
よ
1
9
も
一
具
に
共
の
形
態
に
於
て
は
資
本
主
義
的
の
傾
向
を
進
め
、
「
本
年
度
内
に
は
戦
前

の
経
済
紙
態
に
似
蹄
苫
し
て
み
せ
る
」
ご

ν
ふ
意
気
込
で
立
て
ら
れ
わ
れ
ご

νは
れ
る
政
策
|
|
の
下
に
於
ー
は
、

け
(
れ
は
内
容
的
に
も
改
正
吉
れ
る
必
要
が
生
じ
た
ら
う
ピ
思
は
れ
る
。
或
は
阪
に
崎
労
働
法
典
的
改
正
は
、
械
め
て

組
織
的
に
大
仕
掛
に
行
は
れ
つ
、
あ
っ
て
、
共
れ
は
一
九
二
二
年
の
叫
労
働
法
典
が
依
り
に
劃
一
的
で
而
内
単
な
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
又
は
希
些
正
し
か
似
ら
れ
な
い
ー
や
う
な
非
現
司
質
的
な
規
定
を
包
合
す
る
4
ご
が
多
い
γ

の
を
故
康

L
、

ま
た
、
同
法
の
編
纂
以
後
に
雑
然
ご
後
布
苫
れ
た
細
川
敷
の
命
令
、
規
則
な
ど
を
整
理
統
一
し
て
、
基
本
法
典
ご
し

て
の
第
働
法
典
に
於
て
は
原
則
的
規
定

ωみ
を
牧
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
を
有
し
て
単
一
且
つ
厳
格
な
る
規
定
を

以

τ体
す
る
こ
ピ
の
で
き
れ
刷
各
産
業
部
門
仁
つ
い
て
は
、
北
(
の
特
質
に
艇
と
一
1
現
貨
に
質
施
さ
れ
得
る
や
う
な
特

殊
性
を
有
す
る
特
別
労
働
法
典
を
編
纂
す
る
方
針
で
あ
る
ご
も
傍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
o

(
完
)


